
第一八六回 

閣第三一号 

   次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の

一部を改正する法律案 

 （次世代育成支援対策推進法の一部改正） 

第一条 次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）の一部を次のように改

正する。 

  第十四条の見出しを「（認定一般事業主の表示等）」に改め、同条第一項中「規定に

よる」を削り、「次項」の下に「及び第十五条の四第一項」を加える。 

  第十五条の見出しを「（認定一般事業主の認定の取消し）」に改め、同条中「第十三

条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき、この法律又はこの法律に基づく命

令に違反したとき、その他認定一般事業主として適当でなくなったと認めるときは、同

条」を「次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条」に改め、同条に次の各号を

加える。 

  一 第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

  二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

  三 前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めると

き。 

  第十五条の次に次の四条を加える。 

  （基準に適合する認定一般事業主の認定） 

 第十五条の二 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で

定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計

画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画（その計画期間の末日が、当該認定一

般事業主が第十三条の認定を受けた日以後であるものに限る。）を策定したこと、当

該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこ

と、当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであること

その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ

る。 

  （特例認定一般事業主の特例等） 

 第十五条の三 前条の認定を受けた認定一般事業主（以下「特例認定一般事業主」とい

う。）については、第十二条第一項及び第四項の規定は、適用しない。 

 ２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、

次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。 

 ３ 特例認定一般事業主が前項の規定による公表をしない場合には、厚生労働大臣は、

当該特例認定一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該公表をすべきことを勧告す

ることができる。 



  （特例認定一般事業主の表示等） 

 第十五条の四 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付するこ

とができる。 

 ２ 第十四条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

  （特例認定一般事業主の認定の取消し） 

 第十五条の五 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当する

ときは、第十五条の二の認定を取り消すことができる。 

  一 第十五条の規定により第十三条の認定を取り消すとき。 

  二 第十五条の二に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 

  三 第十五条の三第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 

  四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

  五 前各号に掲げる場合のほか、特例認定一般事業主として適当でなくなったと認め

るとき。 

  第二十六条第一号中「第十四条第二項」の下に「（第十五条の四第二項において準用

する場合を含む。）」を加える。 

  附則第二条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十七年三月三十一日」

に改める。 

 （母子及び寡婦福祉法の一部改正） 

第二条 母子及び寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）の一部を次のように改正

する。 

  題名を次のように改める。 

    母子及び父子並びに寡婦福祉法 

  目次中「第十条」を「第十条の二」に、「第三章 母子家庭等に対する福祉の措置

（第十三条－第三十一条）」を 

「 第三章 母子家庭に対する福祉の措置（第十三条－第三十一条の五）  

 第四章 父子家庭に対する福祉の措置（第三十一条の六－第三十一条の十一） 」 

 に、「第四章」を「第五章」に、「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第五章」

を「第六章」に、「第六章 母子福祉施設」を「第七章 母子・父子福祉施設」に、

「第七章」を「第八章」に、「第八章 雑則（第四十六条・第四十七条）」を 

「 第九章 雑則（第四十六条・第四十七条）  

 第十章 罰則（第四十八条） 」 

 に改める。 

  第二条第一項中「すべて」を「全て」に、「母等」を「母子家庭の母及び父子家庭の

父」に改め、同条第二項中「母子家庭等の母等」を「母子家庭の母及び父子家庭の父」

に改める。 

  第三条の次に次の一条を加える。 

  （関係機関の責務） 



 第三条の二 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所（社会福祉法

（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）

その他母子家庭の福祉に関する機関、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）

に定める児童委員、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター、同

法第三十八条に規定する母子生活支援施設、第十七条第一項、第三十条第三項又は第

三十一条の五第二項の規定により都道府県又は市（特別区を含む。以下同じ。）町村

から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福

祉団体、公共職業安定所その他母子家庭の支援を行う関係機関は、母子家庭の母及び

児童の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。 

 ２ 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他父子家庭の福祉

に関する機関、児童福祉法に定める児童委員、同法第四十四条の二第一項に規定する

児童家庭支援センター、第三十一条の七第一項、第三十一条の九第三項又は第三十一

条の十一第二項の規定により都道府県又は市町村から委託を受けている者、第三十八

条に規定する母子・父子福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他父子

家庭の支援を行う関係機関は、父子家庭の父及び児童の生活の安定と向上のために相

互に協力しなければならない。 

 ３ 第八条第一項に規定する母子・父子自立支援員、福祉事務所その他寡婦の福祉に関

する機関、第三十三条第一項、第三十五条第三項又は第三十五条の二第二項の規定に

より都道府県又は市町村から委託を受けている者、第三十八条に規定する母子・父子

福祉施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所その他寡婦の支援を行う関係機関は、

寡婦の生活の安定と向上のために相互に協力しなければならない。 

  第四条中「母及び」の下に「父子家庭の父並びに」を加える。 

  第六条中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項

とし、第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ この法律において「配偶者のない男子」とは、配偶者と死別した男子であつて、現

に婚姻をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子をいう。 

  一 離婚した男子であつて現に婚姻をしていないもの 

  二 配偶者の生死が明らかでない男子 

  三 配偶者から遺棄されている男子 

  四 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない男子 

  五 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている男子 

  六 前各号に掲げる者に準ずる男子であつて政令で定めるもの 

  第六条第六項中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改め、「とは、」の下

に「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの（」を加え、「の福祉若しくは」を

「又は配偶者のない男子であつて同条の規定により現に児童を扶養しているもの（以下

「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。）をいう。第八条第二項



において同じ。）の福祉又は」に、「社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団

法人であつて、その理事」を「次の各号に掲げる法人であつて当該各号に定めるその役

員」に改め、「過半数が配偶者のない女子」の下に「又は配偶者のない男子」を加え、

同項に次の各号を加える。 

  一 社会福祉法人 理事 

  二 前号に掲げるもののほか、営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定め

るもの 厚生労働省令で定める役員 

  第七条を次のように改める。 

  （都道府県児童福祉審議会等の権限） 

 第七条 次の各号に掲げる機関は、母子家庭等の福祉に関する事項につき、調査審議す

るほか、当該各号に定める者の諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申すること

ができる。 

  一 児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会（同条第一項ただし

書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福

祉審議会） 都道府県知事 

  二 児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会 市町村長（特別区の

区長を含む。以下同じ。） 

  第八条の見出しを「（母子・父子自立支援員）」に改め、同条第一項中「（社会福祉

法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同

じ。）」を削り、「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改め、同条第二項

中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改め、同項各号中「配偶者のない

女子で現に児童を扶養しているもの」を「配偶者のない者で現に児童を扶養しているも

の」に改め、同条第三項中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改め、同

条に次の一項を加える。 

 ４ 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村（以下「都道府県等」という。）は、

母子・父子自立支援員の研修の実施その他の措置を講ずることにより、母子・父子自

立支援員その他の母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の自立の支援に係る事務

に従事する人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

  第九条第一号中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、「関し、」の下に「母子家庭

等及び寡婦並びに母子・父子福祉団体の実情その他」を加え、同条第二号中「母子家

庭」を「母子家庭等」に改める。 

  第十条中「母子自立支援員」を「母子・父子自立支援員」に改める。 

  第一章中第十条の次に次の一条を加える。 

  （母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施

等） 

 第十条の二 都道府県等は、母子家庭等及び寡婦が母子家庭等及び寡婦の生活の安定と



向上のために最も適切な支援を総合的に受けられるようにするため、地域の実情に応

じた母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置の積極的かつ計画的な実施

及び周知並びに母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための支援を行う者の活動

の連携及び調整を図るよう努めなければならない。 

  第十一条第一項中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、同条第二項第一号及び第二

号中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、同項第三号中「都道府県、市（特別区を含

む。）及び福祉事務所を設置する町村（以下「都道府県等」という。）」を「都道府県

等」に、「次条第一項」を「次条」に、「策定する母子家庭」を「策定する母子家庭

等」に、「母子家庭及び寡婦自立促進計画」を「自立促進計画」に改め、同項第四号中

「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。 

  第十二条の見出しを「（自立促進計画）」に改め、同条中「母子家庭及び寡婦自立促

進計画」を「自立促進計画」に、「あらかじめ、母子福祉団体の意見を反映させるため

に必要な措置を講ずるものとする」を「法律の規定による計画であつて母子家庭等及び

寡婦の福祉に関する事項を定めるものとの調和を保つよう努めなければならない」に改

め、同条各号中「母子家庭」を「母子家庭等」に改め、同条に次の四項を加える。 

 ２ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

母子家庭等及び寡婦の置かれている環境、母子家庭等及び寡婦に対する福祉の措置の

利用に関する母子家庭等及び寡婦の意向その他の母子家庭等及び寡婦の事情を勘案す

るよう努めなければならない。 

 ３ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

第七条各号に掲げる機関、子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第

七十七条第一項又は第四項に規定する機関その他の母子家庭等及び寡婦の福祉に関す

る事項を調査審議する合議制の機関の意見を聴くよう努めなければならない。 

 ４ 都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

母子・父子福祉団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

 ５ 前項に定めるもののほか、都道府県等は、自立促進計画を策定し、又は変更しよう

とするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の厚生労働省令で定める方

法により広く母子家庭等及び寡婦の意見を求めることその他の住民の意見を反映させ

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

  第三章の章名を次のように改める。 

    第三章 母子家庭に対する福祉の措置 

  第十三条第一項中「又はその扶養している児童」の下に「（配偶者のない女子で現に

児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子

その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これ

に準ずる者を含む。以下この項及び第三項において同じ。）」を加え、同条第二項中

「当該」の下に「配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している全



ての」を加え、同条第三項中「修学、」を「修学又は」に、「習得等」を「習得」に改

め、「児童（」の下に「前項の規定による貸付けに係る」を加える。 

  第十四条の見出しを「（母子・父子福祉団体に対する貸付け）」に改め、同条中「母

子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に、「配偶者のない女子で現に児童を扶養して

いるものであるもの又はその」を「次の各号に掲げる者のいずれかであるもの又は第一

号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。 

  一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの 

  二 前号に掲げる者及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの 

  三 第一号に掲げる者及び寡婦 

  四 第二号に掲げる者及び寡婦 

  第十七条の見出しを「（母子家庭日常生活支援事業）」に改め、同条中「（特別区を

含む。以下同じ。）」及び「又は配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの及

びこれに準ずる者として政令で定めるものであつて民法第八百七十七条の規定により現

に児童を扶養しているもの（以下「配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの」と

総称する。）」を削り、「それらの」を「その」に、「日常生活等」を「日常生活」に

改め、同条に次の一項を加える。 

 ２ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

  第十八条中「前条」を「前条第一項」に改める。 

  第十九条中「第十七条」を「第十七条第一項」に改める。 

  第二十条中「母子家庭等日常生活支援事業（第十七条」を「母子家庭日常生活支援事

業（第十七条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。 

  第二十一条中「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改

める。 

  第二十二条第一項中「母子家庭等の」を「母子家庭の」に、「母子家庭等日常生活支

援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改める。 

  第二十三条中「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に、

「第十七条」を「第十七条第一項」に、「配偶者のない者で現に児童を扶養しているも

の」を「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」に改める。 

  第二十四条中「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に、

「第十七条」を「第十七条第一項」に、「ない限り」を「なく」に改める。 

  第二十五条中「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改める。 

  第二十八条の見出し中「入所」を「入所等」に改め、同条中「母子家庭等」を「母子

家庭」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ２ 市町村は、児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業その他

の厚生労働省令で定める事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特



別の配慮をしなければならない。 

  第二十九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（雇用の促進）」を付し、同

条第三項を削る。 

  第三十条に見出しとして「（母子家庭就業支援事業等）」を付し、同条第二項中「母

子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改め、同項第三号中「雇用情報」の下に「及

び就職の支援に関する情報」を加え、同条に次の二項を加える。 

 ３ 都道府県は、母子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定

める者に委託することができる。 

 ４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

  第三十一条第一号中「の求職活動の促進とその職業生活の安定とを図るための」を

「が、厚生労働省令で定める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者

に支給する」に改め、「給付金」の下に「（以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」

という。）」を加え、同条第二号中「の知識及び技能の習得を容易にするための」を

「が、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として厚生労働省令で定め

るものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支

援するためその者に支給する」に改め、「給付金」の下に「（以下「母子家庭高等職業

訓練促進給付金」という。）」を加える。 

  第三章中第三十一条の次に次の四条を加える。 

  （不正利得の徴収） 

 第三十一条の二 偽りその他不正の手段により母子家庭自立支援給付金の支給を受けた

者があるときは、都道府県知事等は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者

から徴収することができる。 

  （受給権の保護） 

 第三十一条の三 母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付

金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 

  （公課の禁止） 

 第三十一条の四 租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭

高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができな

い。 

  （母子家庭生活向上事業） 

 第三十一条の五 都道府県及び市町村は、母子家庭の母及び児童の生活の向上を図るた

め、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務（以下「母子家庭

生活向上事業」という。）を行うことができる。 

  一 母子家庭の母及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は

母子・父子福祉団体による支援その他の母子家庭の母及び児童に対する支援に係る



情報の提供を行うこと。 

  二 母子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行う

こと。 

  三 母子家庭の母及び児童に対し、母子家庭相互の交流の機会を提供することその他

の必要な支援を行うこと。 

 ２ 都道府県及び市町村は、母子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労

働省令で定める者に委託することができる。 

 ３ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

  第八章を第九章とする。 

  第四十二条第一号中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「母子家庭等日常生活支

援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改め、同条第三号を同条第七号とし、同条

第二号の次に次の四号を加える。 

  三 第三十一条の五第一項の規定により市町村が行う母子家庭生活向上事業の実施に

要する費用 

  四 第三十一条の七第一項の規定により市町村が行う父子家庭日常生活支援事業の実

施に要する費用 

  五 第三十一条の十の規定により市町村が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要す

る費用 

  六 第三十一条の十一第一項の規定により市町村が行う父子家庭生活向上事業の実施

に要する費用 

  第四十二条に次の一号を加える。 

  八 第三十五条の二第一項の規定により市町村が行う寡婦生活向上事業の実施に要す

る費用 

  第四十三条第一号中「第十七条」を「第十七条第一項」に、「母子家庭等日常生活支

援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改め、同条中第五号を第十号とし、第四号

を第九号とし、第三号の次に次の五号を加える。 

  四 第三十一条の五第一項の規定により都道府県が行う母子家庭生活向上事業の実施

に要する費用 

  五 第三十一条の七第一項の規定により都道府県が行う父子家庭日常生活支援事業の

実施に要する費用 

  六 第三十一条の九第二項の規定により都道府県が行う父子家庭就業支援事業の実施

に要する費用 

  七 第三十一条の十の規定により都道府県が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要

する費用 

  八 第三十一条の十一第一項の規定により都道府県が行う父子家庭生活向上事業の実



施に要する費用 

  第四十三条に次の一号を加える。 

  十一 第三十五条の二第一項の規定により都道府県が行う寡婦生活向上事業の実施に

要する費用 

  第四十四条中「及び第三号」を「、第三号、第四号及び第六号から第八号まで」に改

める。 

  第四十五条第一項中「及び第三号」を「、第三号、第四号及び第六号から第八号ま

で」に改め、「同条第二号」の下に「及び第五号」を加え、同条第二項中「及び第五

号」を「、第五号、第六号及び第八号から第十一号まで」に改め、「同条第三号」の下

に「及び第七号」を加える。 

  第七章を第八章とする。 

  第六章の章名中「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める。 

  第三十八条の見出しを「（母子・父子福祉施設）」に改め、同条中「及び」の下に

「父子家庭の父並びに」を加え、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める。 

  第三十九条第一項中「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改め、同項各号を

次のように改める。 

  一 母子・父子福祉センター 

  二 母子・父子休養ホーム 

  第三十九条第二項中「母子福祉センター」を「母子・父子福祉センター」に、「母子

家庭」を「母子家庭等」に改め、同条第三項中「母子休養ホーム」を「母子・父子休養

ホーム」に、「母子家庭」を「母子家庭等」に改める。 

  第四十条中「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める。 

  第四十一条中「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に、「母子家庭」を「母子

家庭等」に改める。 

  第六章を第七章とする。 

  第三十六条第一項中「母子福祉資金貸付金」の下に「、父子福祉資金貸付金」を加え

る。 

  第五章を第六章とする。 

  第三十二条第一項を次のように改める。 

   都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第八百七十七条の規定により扶養している二十歳

以上である子その他これに準ずる者（以下この項及び次項において「寡婦の被扶養

者」という。）に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて

寡婦の被扶養者の福祉を増進するため、次に掲げる資金を貸し付けることができる。 

  一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 

  二 寡婦の被扶養者の修学に必要な資金 

  三 寡婦又は寡婦の被扶養者が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を



習得するのに必要な資金 

  四 前三号に掲げるもののほか、寡婦及び寡婦の被扶養者の福祉のために必要な資金

であつて政令で定めるもの 

  第三十二条第五項を削り、同条第四項中「、第一項において準用する第十三条第一項

及び第三項」を「、第一項及び第二項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項と

し、同条第三項中「第十四条」の下に「（各号を除く。）」を加え、「同条に規定す

る」を削り、「母子福祉団体」を「母子・父子福祉団体」に改め、「配偶者のない女子

で現に児童を扶養しているもの及び」を削り、「並びに」を「又は」に改め、「に掲げ

る資金」を削り、「第三十二条第一項において準用する第十三条第一項第一号」を「第

三十二条第一項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項において

準用する第十三条第一項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の

次に次の一項を加える。 

 ２ 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が寡婦の被扶養者の修

学又は知識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを寡婦に貸し付けている

場合において、当該寡婦の被扶養者の修学又は知識技能の習得の中途において当該寡

婦が死亡したときは、政令で定めるところにより、当該寡婦の被扶養者であつた者が

修学又は知識技能の習得を終了するまでの間、当該寡婦の被扶養者であつた者に対し

て、当該資金の貸付けを行うことができる。 

  第三十二条第六項中「もの」を「寡婦又は母子福祉資金貸付金若しくは父子福祉資金

貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団体」に、「寡婦福祉資金貸付

金」を「第一項及び第二項並びに第四項において読み替えて準用する第十四条の規定に

よる貸付金（以下「寡婦福祉資金貸付金」という。）」に、「行わないことができる」

を「行わない」に改め、同条に次の一項を加える。 

 ７ 第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項にお

いて準用する第十五条第一項及び前項に定めるもののほか、寡婦福祉資金貸付金の貸

付金額の限度、貸付方法、償還その他寡婦福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事

項は、政令で定める。 

  第三十三条第一項中「日常生活等」を「日常生活」に改め、同条第四項中「第二十二

条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十三条第四

項において準用する第二十二条第一項」を「第二十二条第一項中「母子家庭の」とある

のは「寡婦の」に、「第十七条」を「第十七条第一項」に改め、同項を同条第五項とし、

同条第三項中「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業」に改め、

同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項

とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 



  第三十四条第一項中「又は母子福祉団体」とあるのは「寡婦」と、」を「又は母子・

父子福祉団体」とあり、及び」に、「及び母子福祉団体」を「及び母子・父子福祉団

体」に、「「寡婦」と、第二十六条中「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているも

の」とあるのは「寡婦」を「、「寡婦」に改め、同条第二項中「母子福祉団体」を「母

子・父子福祉団体」に改める。 

  第三十五条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「母子福祉団

体」を「母子・父子福祉団体」に改め、同項第三号中「雇用情報」の下に「及び就職の

支援に関する情報」を加え、同条に次の二項を加える。 

 ３ 都道府県は、寡婦就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める

者に委託することができる。 

 ４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

  第四章中第三十五条の次に次の一条を加える。 

  （寡婦生活向上事業） 

 第三十五条の二 都道府県及び市町村は、寡婦の生活の向上を図るため、母子・父子福

祉団体と緊密な連携を図りつつ、寡婦に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に

応じ、又は母子・父子福祉団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行

うことができる。 

 ２ 都道府県及び市町村は、前項に規定する業務（以下「寡婦生活向上事業」とい

う。）に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

 ３ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

  第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。 

    第四章 父子家庭に対する福祉の措置 

  （父子福祉資金の貸付け） 

 第三十一条の六 都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの又はそ

の扶養している児童（配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法

第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養してい

る場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。以下この項及

び第三項において同じ。）に対し、配偶者のない男子の経済的自立の助成と生活意欲

の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、次に掲げる資

金を貸し付けることができる。 

  一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 

  二 配偶者のない男子が扶養している児童の修学に必要な資金 

  三 配偶者のない男子又はその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職する

ために必要な知識技能を習得するのに必要な資金 



  四 前三号に掲げるもののほか、配偶者のない男子及びその者が扶養している児童の

福祉のために必要な資金であつて政令で定めるもの 

 ２ 都道府県は、前項に規定する資金のうち、その貸付けの目的を達成するために一定

の期間継続して貸し付ける必要がある資金で政令で定めるものについては、その貸付

けの期間中に当該配偶者のない男子が民法第八百七十七条の規定により扶養している

全ての児童が二十歳に達した後でも、政令で定めるところにより、なお継続してその

貸付けを行うことができる。 

 ３ 都道府県は、第一項に規定する資金のうち、その貸付けの目的が児童の修学又は知

識技能の習得に係る資金であつて政令で定めるものを配偶者のない男子で現に児童を

扶養しているものに貸し付けている場合において、その修学又は知識技能の習得の中

途において当該配偶者のない男子が死亡したときは、政令で定めるところにより、当

該児童（前項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。）がその修学又

は知識技能の習得を終了するまでの間、当該児童に対して、当該資金の貸付けを行う

ことができる。 

 ４ 第十四条（各号を除く。）の規定は、政令で定める事業を行う母子・父子福祉団体

であつてその事業に使用される者が主として次の各号に掲げる者のいずれかであるも

の又は第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものを行

う母子・父子福祉団体について準用する。この場合において、同条中「次の各号」と

あるのは「第三十一条の六第四項各号」と、「又は第一号」とあるのは「又は同項第

一号」と、「前条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるもの

とする。 

  一 配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの 

  二 前号に掲げる者及び寡婦 

 ５ 第十五条第一項の規定は第一項から第三項までの規定による貸付金の貸付けを受け

た者について、同条第二項の規定は第一項第四号に掲げる資金のうち政令で定めるも

のの貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。 

 ６ 都道府県は、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けることができる母子・父子福祉団

体については、第一項から第三項まで及び第四項において読み替えて準用する第十四

条の規定による貸付金（以下「父子福祉資金貸付金」という。）の貸付けを行わない。 

 ７ 第一項から第三項まで、第四項において読み替えて準用する第十四条、第五項にお

いて準用する第十五条及び前項に定めるもののほか、父子福祉資金貸付金の貸付金額

の限度、貸付方法、償還その他父子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、

政令で定める。 

  （父子家庭日常生活支援事業） 

 第三十一条の七 都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で現に児童を扶養している

ものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、



政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他厚生労働省令で定める

場所において、乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生

活及び生業に関する助言、指導その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生

労働省令で定めるものを供与し、又は当該都道府県若しくは市町村以外の者に当該便

宜を供与することを委託する措置を採ることができる。 

 ２ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 ３ 第十八条及び第十九条の規定は、第一項の措置について準用する。 

 ４ 第二十条の規定は父子家庭日常生活支援事業（第一項の措置に係る配偶者のない男

子で現に児童を扶養しているものにつき同項の厚生労働省令で定める便宜を供与する

事業をいう。以下同じ。）について、第二十一条から第二十四条までの規定は父子家

庭日常生活支援事業を行う者について、それぞれ準用する。この場合において、第二

十二条第一項中「母子家庭の」とあるのは「父子家庭の」と、第二十三条中「第十七

条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、「配偶者のない女子で現に児童

を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているも

の」と、第二十四条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と読

み替えるものとする。 

  （公営住宅の供給に関する特別の配慮等） 

 第三十一条の八 第二十七条及び第二十八条の規定は父子家庭について、第二十九条第

一項の規定は父子家庭の父及び児童について、同条第二項の規定は父子家庭の父につ

いて、それぞれ準用する。 

  （父子家庭就業支援事業等） 

 第三十一条の九 国は、前条において準用する第二十九条第二項の規定に基づき公共職

業安定所が講ずる措置のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

  一 父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する調査及び研究を行うこと。 

  二 父子家庭の父及び児童の雇用の促進に関する業務に従事する者その他の関係者に

対する研修を行うこと。 

  三 都道府県が行う次項に規定する業務（以下「父子家庭就業支援事業」という。）

について、都道府県に対し、情報の提供その他の援助を行うこと。 

 ２ 都道府県は、就職を希望する父子家庭の父及び児童の雇用の促進を図るため、母

子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務を総合的かつ一体的に行

うことができる。 

  一 父子家庭の父及び児童に対し、就職に関する相談に応じること。 

  二 父子家庭の父及び児童に対し、職業能力の向上のために必要な措置を講ずること。 

  三 父子家庭の父及び児童並びに事業主に対し、雇用情報及び就職の支援に関する情

報の提供その他父子家庭の父及び児童の就職に関し必要な支援を行うこと。 



 ３ 都道府県は、父子家庭就業支援事業に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定

める者に委託することができる。 

 ４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

  （父子家庭自立支援給付金） 

 第三十一条の十 第三十一条から第三十一条の四までの規定は、配偶者のない男子で現

に児童を扶養しているものについて準用する。この場合において、第三十一条中「母

子家庭自立支援給付金」とあるのは「父子家庭自立支援給付金」と、同条第一号中

「母子家庭自立支援教育訓練給付金」とあるのは「父子家庭自立支援教育訓練給付

金」と、同条第二号中「母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家庭高

等職業訓練促進給付金」と、第三十一条の二中「母子家庭自立支援給付金」とあるの

は「父子家庭自立支援給付金」と、第三十一条の三及び第三十一条の四中「母子家庭

自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」とあるのは「父子家

庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金」と読み替えるもの

とする。 

  （父子家庭生活向上事業） 

 第三十一条の十一 都道府県及び市町村は、父子家庭の父及び児童の生活の向上を図る

ため、母子・父子福祉団体と緊密な連携を図りつつ、次に掲げる業務（以下「父子家

庭生活向上事業」という。）を行うことができる。 

  一 父子家庭の父及び児童に対し、家庭生活及び職業生活に関する相談に応じ、又は

母子・父子福祉団体による支援その他の父子家庭の父及び児童に対する支援に係る

情報の提供を行うこと。 

  二 父子家庭の児童に対し、生活に関する相談に応じ、又は学習に関する支援を行う

こと。 

  三 父子家庭の父及び児童に対し、父子家庭相互の交流の機会を提供することその他

の必要な支援を行うこと。 

 ２ 都道府県及び市町村は、父子家庭生活向上事業に係る事務の全部又は一部を厚生労

働省令で定める者に委託することができる。 

 ３ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由

がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

  本則に次の一章を加える。 

    第十章 罰則 

 第四十八条 第十七条第二項、第三十条第四項、第三十一条の五第三項、第三十一条の

七第二項、第三十一条の九第四項、第三十一条の十一第三項、第三十三条第二項、第

三十五条第四項又は第三十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 



  附則第六条第一項中「除く」の下に「。以下この項において単に「四十歳以上の配偶

者のない女子」という」を加え、「同条第一項において準用する第十三条第一項各号

に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 事業を開始し、又は継続するのに必要な資金 

  二 四十歳以上の配偶者のない女子が民法第八百七十七条の規定により扶養している

二十歳以上である子その他これに準ずる者（次号及び第四号において「被扶養者」

という。）の修学に必要な資金 

  三 四十歳以上の配偶者のない女子又は被扶養者が事業を開始し、又は就職するため

に必要な知識技能を習得するのに必要な資金 

  四 前三号に掲げるもののほか、四十歳以上の配偶者のない女子及び被扶養者の福祉

のために必要な資金であつて政令で定めるもの 

  附則第六条第二項中「において準用する第十三条第一項及び第三項」を「及び第二

項」に改める。 

  附則第七条第二項中「において準用する第十三条第一項及び第三項」を「及び第二

項」に、「第三十二条第三項」を「同条第四項」に改める。 

 （児童扶養手当法の一部改正） 

第三条 児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）の一部を次のように改正す

る。 

  第四条第二項各号列記以外の部分中「母」を「母又は養育者」に、「第八号」を「第

四号」に、「から第四号まで又は第十号から第十三号まで」を「、第二号、第五号又は

第六号」に改め、「、養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第七号まで又は

第九号のいずれかに該当するとき」を削り、同項中第二号及び第三号を削り、第四号を

第二号とし、第五号を削り、第六号を第三号とし、第七号を第四号とし、第八号から第

十号までを削り、第十一号を第五号とし、第十二号を第六号とし、第十三号を削り、同

条第三項中「次の各号のいずれかに該当する」を「日本国内に住所を有しない」に改め、

同項各号を削る。 

  第七条第一項中「第十三条の二第一項」を「第十三条の三第一項」に改める。 

  第九条第一項中「所得税法」の下に「（昭和四十年法律第三十三号）」を加える。 

  第十三条の二を第十三条の三とする。 

  第十三条の次に次の一条を加える。 

 第十三条の二 手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号、第二号又

は第四号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第三

号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるとこ

ろにより、その全部又は一部を支給しない。 

  一 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。た

だし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。 



  二 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。 

  三 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。 

  四 父又は母の死亡について労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）の規定によ

る遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付（以下この条におい

て「遺族補償等」という。）を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等

の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。 

 ２ 手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定める

ところにより、その全部又は一部を支給しない。 

  一 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第三十二

条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の

国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。

ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。 

  二 遺族補償等（父又は母の死亡について支給されるものに限る。）を受けることが

できる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過して

いないとき。 

  第二十八条の二第二項中「就業支援」を「生活及び就業の支援（当該支援に関する情

報の提供を含む。次項において同じ。）」に改め、同条第三項中「就業支援」を「生活

及び就業の支援」に改める。 

  第三十条中「官公署」の下に「、日本年金機構」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条

第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定 公布の日 

 二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十

八条までの規定 平成二十六年十月一日 

 三 第三条並びに附則第四条第三項及び第四項、第五条、第六条、第十一条並びに第十

三条の規定 平成二十六年十二月一日 

 （検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれ

の法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 （母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

第三条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法（以

下この条において「旧法」という。）第八条第一項の規定により委嘱されている母子自



立支援員は、第二条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法（以下この条において

「新法」という。）第八条第一項の規定により母子・父子自立支援員として委嘱された

ものとみなす。 

２ 第二条の規定の施行前に旧法第十四条の規定により貸し付けられた旧法第十三条第一

項第一号に掲げる資金については、なお従前の例による。 

３ 第二条の規定の施行の際現に旧法第二十条に規定する母子家庭等日常生活支援事業で

あって次の各号に掲げるものに相当するものを行い、又は休止している国及び都道府県

以外の者のうち、同条又は旧法第二十一条の規定による届出をしているものは、第二条

の規定の施行の日に当該各号に定める規定による届出をしたものとみなす。 

 一 新法第二十条に規定する母子家庭日常生活支援事業 同条又は新法第二十一条 

 二 新法第三十一条の七第四項に規定する父子家庭日常生活支援事業 同項において準

用する新法第二十条又は第二十一条 

４ 第二条の規定の施行前にされた旧法第二十三条（旧法第三十三条第四項において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定による母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常

生活支援事業の制限又は停止の命令は、新法第二十三条（新法第三十一条の七第四項又

は第三十三条第五項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による母子家庭

日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業の制限又は停

止を命ずる処分とみなす。 

５ 第二条の規定の施行前に旧法第三十二条第一項において読み替えて準用する旧法第十

三条第一項又は第三項の規定により貸し付けられた資金（配偶者のない女子で現に児童

を扶養しているものが同時に民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百七十七条の規

定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二

十歳以上である子その他これに準ずる者の福祉を増進するための資金に限る。）につい

ては、なお従前の例による。 

６ 第二条の規定の施行の際現に旧法第三十三条第三項に規定する寡婦日常生活支援事業

を行い、又は休止している国及び都道府県以外の者であって、同項又は同条第四項にお

いて準用する旧法第二十一条の規定による届出をしているものは、第二条の規定の施行

の日に新法第三十三条第四項又は同条第五項において準用する新法第二十一条の規定に

よる届出をしたものとみなす。 

 （児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置） 

第四条 平成二十六年十二月一日において第三条の規定による改正後の児童扶養手当法

（以下この条において「新法」という。）の規定による児童扶養手当（以下この条にお

いて「新手当」という。）の支給要件（以下この条において「新支給要件」という。）

に該当すべき者（第三条の規定による改正前の児童扶養手当法の規定による児童扶養手

当の支給要件（以下この条において「旧支給要件」という。）に該当していない者に限

る。）は、同日前においても、同日に新支給要件に該当することを条件として、当該新



手当について新法第六条第一項の規定による認定の請求の手続をとることができる。 

２ 前項の手続をとった者が、平成二十六年十二月一日において、新支給要件に該当して

いるときは、その者に対する新手当の支給は、新法第七条第一項の規定にかかわらず、

同月から始める。 

３ 次の各号に掲げる者が、平成二十七年三月三十一日までの間に新法第六条第一項の規

定による認定の請求をしたときは、その者に対する新手当の支給は、新法第七条第一項

の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。 

 一 平成二十六年十二月一日において現に新支給要件に該当している者（旧支給要件に

該当していない者に限り、第一項の手続をとった者を除く。） 同月 

 二 平成二十六年十二月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に新支給要件に該

当するに至った者（旧支給要件に該当していない者に限る。） その者が新支給要件

に該当するに至った日の属する月の翌月 

４ 第一項の手続をとった者及び前項第一号に掲げる者に対する新手当の支給に関し、新

法第十三条の三の規定を適用する場合においては、同条第一項中「手当の支給要件に該

当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「平成二十六年十二月一日」とする。 

 （船員保険法の一部改正） 

第五条 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。 

  附則第五条第九項中「第四条第三項第二号ただし書」を「第十三条の二第二項第一号

ただし書」に改め、同条第十項中「第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただ

し書」を「第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書」に改める。 

 （労働者災害補償保険法の一部改正） 

第六条 労働者災害補償保険法（昭和二十二年法律第五十号）の一部を次のように改正す

る。 

  附則第五十九条第六項中「第四条第三項第二号ただし書」を「第十三条の二第二項第

一号ただし書」に改める。 

  附則第六十条第七項中「第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書」を

「第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書」に改める。 

 （地方自治法の一部改正） 

第七条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  第二百五十二条の十九第一項第六号中「及び」の下に「父子家庭並びに」を加える。 

 （生活保護法の一部改正） 

第八条 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一の六の項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に

改め、「母子家庭自立支援給付金」の下に「又は父子家庭自立支援給付金」を加える。 

 （社会福祉法の一部改正） 

第九条 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）の一部を次のように改正する。 



  第二条第三項第三号中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

に、「母子家庭等日常生活支援事業」を「母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生

活支援事業」に、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める。 

  第十四条第五項及び第六項、第十八条第三項及び第四項、第二十条並びに第二十一条

中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。 

 （社会福祉法の一部改正に伴う経過措置） 

第十条 前条の規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第三

十八条に規定する母子福祉施設を経営している国及び都道府県以外の者であって、前条

の規定による改正前の社会福祉法（次項において「旧法」という。）第六十九条第一項

又は第二項の規定による届出をしているものは、前条の規定の施行の日に、同条の規定

による改正後の社会福祉法（次項において「新法」という。）第六十九条第一項又は第

二項の規定による届出をしたものとみなす。 

２ 前項に規定する者に対し、前条の規定の施行前に行われた旧法第七十二条の規定によ

る経営の制限又は停止を命ずる処分は、新法第七十二条の規定による経営の制限又は停

止を命ずる処分とみなす。 

 （国家公務員災害補償法の一部改正） 

第十一条 国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第十一項中「第四条第三項第二号ただし書」を「第十三条の二第二項第一号ただ

し書」に改める。 

  附則第十五項中「第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書」を「第十

三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書」に改める。 

 （激甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律等の一部改正） 

第十二条 次に掲げる法律の規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦

福祉法」に改める。 

 一 激甚
じん

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百

五十号）第二十条の見出し並びに同条第一項及び第三項から第五項まで 

 二 印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）別表第三 

 三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十

一号）第八条の三 

 四 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）附則第六条第二項 

 （地方公務員災害補償法の一部改正） 

第十三条 地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第五条の三第四項中「第四条第三項第二号ただし書」を「第十三条の二第二項第

一号ただし書」に改める。 



  附則第六条第四項中「第四条第二項第二号ただし書及び第三項第二号ただし書」を

「第十三条の二第一項第一号ただし書及び第二項第一号ただし書」に改める。 

 （子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推

進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一

部改正） 

第十四条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律（平成二十四年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  第六条のうち、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第八条の改正規定中

「及び」」の下に「を加え、同条第七項中「第三十三条の十五」の下に「、第三十五条

第六項」」を加え、同法第三十四条の十五及び第三十四条の十六の改正規定（同法第三

十四条の十五第四項に係る部分に限る。）中「児童福祉審議会」を「市町村児童福祉審

議会」に改め、同法第三十五条第四項の次に五項を加える改正規定（同条第六項に係る

部分に限る。）中「児童福祉審議会」を「都道府県児童福祉審議会」に改める。 

  第三十二条（見出しを含む。）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡

婦福祉法」に改め、同条のうち、母子及び寡婦福祉法第二十八条の改正規定中「同条

中」を「同条第一項中」に改め、同条に一項を加える改正規定中「同条に」を「同条第

二項を同条第三項とし、同条第一項の次に」に、「母子家庭等」を「母子家庭」に改め

る。 

  第三十五条のうち、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第二中一の

三の項を一の四の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項の次に次のように加え

る改正規定中「一の三の項を一の四の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項」

を「一の四の項を一の五の項とし、一の三の項を一の四の項とし、一の二の項」に、

「一の二 市町村長」を「一の三 市町村長」に改め、同法別表第四中一の四の項を一

の五の項とし、一の三の項を一の四の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項の

次に次のように加える改正規定中「一の四の項を一の五の項とし、一の三の項を一の四

の項とし、一の二の項を一の三の項とし、一の項」を「一の五の項を一の六の項とし、

一の四の項を一の五の項とし、一の三の項を一の四の項とし、一の二の項」に、「一の

二 市町村長」を「一の三 市町村長」に改める。 

  第五十四条のうち、次世代育成支援対策推進法第七条第四項の改正規定中「聴き、か

つ、内閣総理大臣に協議する」を「聴く」に改め、同法第九条の改正規定の次に次のよ

うに加える。 

   第二十二条の見出しを「（主務大臣）」に改め、同条第一項及び第二項中「国家公

安委員会」を「内閣総理大臣、国家公安委員会」に改め、同条第三項を削る。 

 （母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法の一部改正） 

第十五条 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法（平成二十四



年法律第九十二号）の一部を次のように改正する。 

  第二条第一項を削り、同条第二項中「基本方針」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和三十九年法律第百二十九号）第十一条第一項に規定する基本方針（次項及び第三

項において「基本方針」という。）」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同

条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「前項」を「母子及び父子並びに寡婦

福祉法第十一条第二項第三号に規定する自立促進計画（以下この項において「自立促進

計画」という。）を策定する同号」に改め、同項を同条第三項とする。 

  第六条の見出し中「母子福祉団体等」を「母子・父子福祉団体等」に改め、同条中

「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「母子福祉団体その

他」を「母子・父子福祉団体その他」に、「母子福祉団体等」を「母子・父子福祉団体

等」に改める。 

 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正） 

第十六条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成二十五年法律第二十七号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一の四十三の項及び四十四の項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並

びに寡婦福祉法」に改め、同表の四十五の項中「母子及び寡婦福祉法による母子家庭自

立支援給付金」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金」に改める。 

  別表第二の二十六の項及び三十の項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並び

に寡婦福祉法」に、「母子家庭自立支援給付金」を「給付金」に改め、同表の六十三の

項及び六十四の項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改

め、同表の六十五の項及び八十七の項中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並び

に寡婦福祉法」に、「母子家庭自立支援給付金」を「給付金」に改める。 

 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律の一部改正） 

第十七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十五年法律第二十八号）の一部を次の

ように改正する。 

  第十九条のうち住民基本台帳法別表第一の七十三の項の改正規定中「被保険者に係る

届出、」を削る。 

  第十九条のうち、住民基本台帳法別表第二の五の項の次に次のように加える改正規定

（同表の五の七の項に係る部分に限る。）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子

並びに寡婦福祉法」に、「第十七条」を「第十七条第一項、第三十一条の七第一項」に

改め、同改正規定（同表の五の八の項に係る部分に限る。）中「母子及び寡婦福祉法」

を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「の母子家庭自立支援給付金」を「（同法第

三十一条の十において準用する場合を含む。）の給付金」に改め、同改正規定（同表の



五の九の項に係る部分に限る。）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡

婦福祉法」に、「（同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。）又は同法」

を「、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は」に改める。 

  第十九条のうち住民基本台帳法別表第三の七の項の次に次のように加える改正規定

（同表の七の六の項に係る部分に限る。）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子

並びに寡婦福祉法」に、「（同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。）若

しくは同法」を「、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは」に、

「第十七条」を「第十七条第一項、第三十一条の七第一項」に、「の母子家庭自立支援

給付金」を「（同法第三十一条の十において準用する場合を含む。）の給付金」に改め

る。 

  第十九条のうち、住民基本台帳法別表第四の四の項の次に次のように加える改正規定

（同表の四の七の項に係る部分に限る。）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子

並びに寡婦福祉法」に、「第十七条」を「第十七条第一項、第三十一条の七第一項」に

改め、同改正規定（同表の四の八の項に係る部分に限る。）中「母子及び寡婦福祉法」

を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「の母子家庭自立支援給付金」を「（同法第

三十一条の十において準用する場合を含む。）の給付金」に改め、同改正規定（同表の

四の九の項に係る部分に限る。）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡

婦福祉法」に、「（同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。）又は同法」

を「、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は」に改める。 

  第十九条のうち住民基本台帳法別表第五第九号の次に六号を加える改正規定（同表第

九号の三に係る部分に限る。）中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦

福祉法」に、「（同法第三十二条第一項において準用する場合を含む。）若しくは同

法」を「、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項若しくは」に、「第十七

条」を「第十七条第一項、第三十一条の七第一項」に、「の母子家庭自立支援給付金」

を「（同法第三十一条の十において準用する場合を含む。）の給付金」に改める。 

 （厚生労働省設置法の一部改正） 

第十八条 厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第一項第七十八号中「及び」の下に「父子並びに」を加える。 

 （政令への委任） 

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政

令で定める。 



     理 由 

 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るため、次世代育成支援対策推進法の有効期

限の延長、一般事業主行動計画の策定・届出義務に係る特例措置の創設、母子家庭及び父

子家庭に対する支援の拡充、児童扶養手当と年金の併給調整の見直し等の措置を講ずる必

要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


